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1.はじめに 
 我が国の高度成長期に急激に構築された社会資本の多く

は老朽化が進み建設の時代から維持管理の時代へと変わり

つつある．しかし維持管理は予算制約された中で補修を必

要とするすべての橋を補修することができない状況にある。

橋梁の維持管理を効率的に進めることを目的に補修順位を

算定する研究が盛んに行われている。著者らも物理的健全

度・機能性健全度・社会的サービス価値に着目した補修順

位の算定を行っている。本研究では橋梁の補修順位を決め

る要素として路線の重要度、走行経費、橋梁の重要度、物

理的健全度、機能性評価を用いて補修必要度レベル(Ln)を
算出してきた 1)。その要素の中の機能性評価について実橋

の点検結果をもとに検討をおこなう．このことから機能性

評価の評価方法について問題点の改善を図る。また、点検

結果より各係数が補修必要度レベルにどのように影響を与

えているかを比較する。 
 
2.補修必要度レベル 
 補修必要度レベル(Ln)とは、橋梁の効率的で効果的な補

修対象橋梁の選定やその優先度を検討するための指標であ

り、式(1)に示す。 

   Ln=(1+α)(1+β)(1+γ) ሺሺ1 െ ௌ௧
ௌ௧బ

ሻ+aሺ1 െ ி௧
ி௧బ

ሻ)…(1) 

α:路線の重要度係数,β:走行経費係数,γ:橋梁の重要度係数 
St:現在の物理的健全度評価指数(ܵݐは架設当初である) 
Ft:現在の橋梁機能性評価指数(ݐܨは架設当初である) 
a:補正係数(健全度と機能性の重要度の違いで変化) 
St は橋梁の再構築費用にもとづく橋梁健全度指数（BHI：
Bridge Health Index）である。 
 
2.1.路線の重要度係数 
 各路線の重要度を図るために生活安全性、生活利便性向

上、地域活性化支援等に関する評価項目をアクセス性、地

域の生活性や産業性について設定し、各路線を評価したも

のである。最大値は 1 となる。 
 
2.2.走行経費係数 
 各路線の調査単位区間内毎の走行経費、走行時間から、

現在価値を算出し、単位区間あたりの現在価値を UC とし、

UC から走行経費を算出する。各区間とは、北海道内であ

れば支庁ごとに分けた内の調査単位区間であり、地域の平

均 UC とは、各支庁の平均 UC である。 

   
各区間の現在価値

各区間延長
ൌ  （2）… ܥܷ

   
各区間の
地域の平均

ൌ 各区間の走行経費係数 …（3） 

 

2.3.橋梁の重要度係数 
 橋梁自身の価値を示すため、現在同じ機能を持つ橋梁を

建設した場合の再調達価格より橋梁資産係数を求めた。こ

れに、橋梁が突然通行不可能になった場合に別の安全な道

を走行した場合に発生するユーザーコストから算出された

迂回路係数を足し合わせたものである。迂回路の条件は迂

回距離が 50km 以内でかつ通常路の距離の 2 倍以下であ

るもの、該当する路線が無い場合に比較的高規格な市町

村道、農道等も対象とする。さらに該当する路線が無い

場合は距離等の制限を設けず国道・道道を迂回路とする。 
 
2.4.橋梁機能性評価指数 
 表１のように橋梁の機能性設計に用いられている機能性

に関する項目を基に選定したレベル 4 階層で表された階層

図の 22 項目にすべて満点であれば 100 点となるように重

み付している。それぞれの項目は 1 点満点で評価し、各項

目の重みを乗じて算出された合計が橋梁機能性評価指数と

なる。耐久性とは、橋梁点検による評価を基に評価され、

耐震性は耐久性と当時の示方書が現在の基準に合っている

か、また落橋防止システムについて評価されている。使用

性、維持管理制、環境適合性は走行時の安全性、快適性に

ついての評価項目、点検の容易性やモニタリングなどの容

易性、振動や騒音による住宅への影響や美観などを評価し

ている。各評価項目が設定されており、その項目に基づい

て評価を行う。各項目の重みは橋梁の設計及び維持管理業

務に従事する 18 名にアンケート調査を行い AHP(Analytic 
Hierarchy Process:階層分析法)を用いて算出したものである。 
 

表 1 橋梁機能性評価指数 
レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 重み係数

主桁 5.7
床版 4.9

伸縮装置 1.6
支承 1.6
基礎 3.1
躯体 3.6

9.5
上部構造 4.4

支承 1.6
基礎 3.2
躯体 3.5

12.3
走行快適性 2.2
歩行快適性 0.7
走行安全性 9.2
歩行安全性 3.1

第三者安全性 4.8
10.1

4.9
4.5
4.5

1
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環境適
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部材の劣化

耐荷基準の改定

部材の耐震性

落橋防止システム

使用快適性

点検の容易性

モニタリングなどの計測の容易性

騒音
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3.実橋梁での点検結果と機能性評価 
 対象橋梁はすでに定期点検結果のある上川管内、網走管

内、釧路根室管内、十勝管内の国道橋 92 橋について機能

性項目について 2006 年~2009 年にわたり点検を行った。

物理的健全度評価には橋梁点検要領(案) 2)を使用してもと

めた。また、その評価を用いて機能性評価の耐久性・耐震

性についての評価も行った。結果、比較的耐久性・耐震性

の劣化が少ない架設後 8 年の新しい橋梁であっても 70 点

台とそれほど高くない値であった。対象橋梁の機能性は設

置される環境によって異なるため、場合によっては要求機

能を過大に設定してしまうため、新設橋梁でも機能的健全

度が低く評価されると考えられる。そこで評価項目に架設

環境による要求機能の違いを設定し、環境にあった評価を

行えるように各評価項目の要素の変更を行う。 
 
4.点検結果による評価項目の検討 
 これらの機能性評価基準に基づき北海道の国道橋 92 橋

の点検を実施した。その結果、特定の橋梁、またはすべて

の橋梁に対する要求が過大に設定されていると考えられる

部分がいくつかみられた。したがってその部分をその橋梁

に対する要求機能に合うように変更を行った。 
 
4.1 落橋防止システム 
 耐震性の評価項目の中に、落橋防止システムについての

要素として、『桁掛長が必要桁掛長(Se)を満たしているか』

と『落橋防止装置の有無』が表 2 のようにあり、それぞれ

の重みは同じに設定されていた。Se の値は式(4)によって

算出される。しかし、耐震補強として多くの橋に実施され

ている桁かかり長の重みを増やして、表 2 の各要素に対す

る点数を変更前の点数から変更後の点数に変更を行った。 
   70+0.5L=Se …(4) 
Se:必要桁係長(㎝) 
L:支間長(m) 
 

表 2 耐震性評価項目落橋防止システムの要素 

変更前 変更後

1.5*Se以上 0.5点 0.8点
Se以上 0.25点 0.4点
Se未満 0点 0点

有 0.5点 0.2点

無 0点 0点

桁掛長が必要桁

掛長を満たしてい

るか

落橋防止装置の

有無

耐

震

性

落橋防止

システム

要素

 
4.2 使用性 
 使用性の評価項目の中の「使用快適性」、「使用安全性」

の要素として、『歩道または歩道橋の有無』、『照明灯の

有無』という項目がある。これらの要素は、郊外に架設さ

れていて、歩行者交通が殆ど無いと考えられる橋梁に対し

ても歩道を要求し、橋長の短いものによく見られたが、照

明灯と照明灯の間に橋梁が架設されていて、明らかに橋梁

上に照明灯が必要ではないと思われる橋梁に対してもそれ

を要求していた。そこで、歩行者交通が低いと思われる橋

梁についてはそれを要求しない。また、商業街路、住宅街

路、主要交通街路の間隔に基づき、それぞれの環境下の橋

梁については、その間隔内に橋梁がある場合にはそれを必

要としないものとした。変更を行った使用性の評価項目内

の、「使用安全性」の「歩行安全性」についての評価要素

を例として表 3 に示す。 
 

表 3 使用性・歩行安全性の要素 

要素 変更前

有

無

市街地

市街地

有

無

有

無

有

無

使

用

性

使

用

快

適

性

歩

行

安

全

性

照明灯

歩道橋ま

たは歩道

高欄/防護

柵の損傷

変更後

有

無

有

無
歩行者交通の

少ない橋梁

橋梁の中心

から20m以内

橋梁の中心

から25m以内

橋梁の中心

から50m以内

有

無

必要無

有

無

商業街路

住宅街路

主要交通街路

 
4.3 維持管理性 
 維持管理性の評価項目内の「点検の容易性」の要素とし

て、『点検路の有無』という項目がある。この項目は、点

検路を架設するスペースも無い様な橋脚の短い橋梁につい

ても要求していた。よって、目視点検が可能な、橋脚が

15m 以下の低いものには基本的に必要無いものとし、その

分の点数を与えるものとした。 
 
4.4 環境適合性 
 環境適合性の評価項目内の「騒音」の要素として、『防

音壁の有無』、『低騒音舗装の有無』という項目がある。

これは、国道橋には一般的には使われていなく、高速道路

橋などに主に使われていることから、一般的な国道橋には

その仮説の必要性が無く、高速道路橋や高規格道路などで、

民家が近くにあるようなものについてそれを要求するもの

とした。 
 
5.評価項目変更後の機能性評価結果 
  92 橋すべてにおいて行った結果、全ての橋梁において

その評価が向上した。これは今回点検を行った橋梁におい

て、過大に要求していると思われる部分を改善したためで

ある。そのため架設後 8 年の橋梁が 90 点台と、十分な機

能性を持つ橋梁と評価された。このように評価が向上した

橋梁に、今回点検した 4 つの地域による差は見られなかっ

たが、架設環境による差、市街地橋梁と郊外橋梁の評価の

向上値に差があった。表 4 は図 1 の各橋梁の橋梁諸元の

一部を示している。 
 

表 4 橋梁諸元 

前回 今回

A 1966 合成鋼鈑桁 市街地 2000 2006

B 1983 非合成鋼鈑桁 市街地 1996 2008

C 1989 非合成鋼鈑桁 市街地 1996 2007

D 1987 PCスラブ 郊外 2001 2006

E 1975 PC桁 郊外 1997 2006

F 1984 鋼鈑桁 郊外 1994 2007

橋梁名 架設年 上部構造 架設環境
点検年
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図 1 機能性評価の差 

 
図 1 は横軸が機能性評価値であり、縦軸が A~F 橋、各上

下の上の棒が要素内の項目変更前、下の棒が要素内の項目

変更後である。機能性評価の値は A~F 橋ともにバラバラ

であるが、機能性評価値の伸びが D、E、F 橋の方が A、B、
C 橋よりも大きい。A、B、C 橋はそれぞれ市街地に架設

された橋梁で、D、E、F 橋は郊外に架設されたものである。

これらは一例であるが、全体的に郊外の橋梁の方が市街地

の橋梁よりも評価の改善が大きかった。これは今までの基

準が郊外の橋梁に対しての要求がより過大に設定されてい

たためであり、変更を行ったことにより改善された。 
 
6.補修必要度レベルの算出 
 5 章の検討結果より項目改善後の機能性評価指数を使

用した補修必要度レベル(Ln)を算出した．今回要素内の

項目を変更したことによって全体的に機能性評価が向上

している。それにより、これまでの評価に比べて補修必

要度レベルが全体的に低下したが，特に機能性健全度が

低いことによる影響が改善されたためである．本章では

路線の重要度などの係数により違う。橋梁点検年以降に

行われた補修記録を考慮して検討を行う。表 5 は図 2 の

各橋梁の橋梁諸元の一部を示している。 
 

表 5 橋梁諸元 

前回 今回

G 38 1959 プレテンPCホロー桁 22 1990 2008
H 38 1963 鋼 120 1991 2008
I 38 1964 非合成鋼板桁 15 1990 2008
J 44 1985 鋼合成桁 45 1990 2008
K 44 1965 鋼合成鈑桁 99 1999 2008
L 240 1979 鋼鈑桁 129 1998 2008

点検年
橋梁名 路線 架設年 上部構造 橋長

 
 

 
図 2 補修必要度レベル 

図 2 は横軸に補修必要度レベル、縦軸に特徴的な変化が

見られた橋梁 G~L 橋を、上が今回の点検時の補修必要

度レベルで、下が過去の点検時のものである。G~L 橋

ともに補修必要度レベルの値が上昇し、補修・補強の必

要性が上がっている。これは、経年劣化による耐久性、

耐震性の老朽化によるものである。G~I 橋は J~L 橋に比

べて補修必要度レベルの上昇割合が小さい。これは、

G~I 橋が前回の定期点検から今回の点検までに補修・補

強工事が行われた橋梁で、耐久性・耐震性の低下値が

J~L 橋に比べて少なかったためである。補修・補強工事

が行われたのに耐久性・耐震性が低下しているのは工事

から今回点検時までの数年から十数年の間に経年劣化し

たためである。機能性評価の評価項目をいくつか変更し

たことにより、機能性評価が向上したが、他の係数によ

る影響、また、耐久性・耐震性の老朽化による機能性評

価・物理的健全度の低下が大きく、補修必要度レベルは

結果的に上昇している。 
 
7.補修必要度レベルの変化 
 図 2 のようにその橋梁の耐久性・耐震性の劣化や補

修・補強による変動の他にも、各係数の変化による影響

も大きい。それらの影響を実際に行った点検と、過去の

定期点検の結果により比較する。今回定期点検時から交

通量の変化があり、それによって特徴的な変化がみられ

た橋梁を図 3、図 4 に示す。表 6 は図 3、図 4 の各橋梁

の橋梁諸元の一部を示している。 
 

表 6 橋梁諸元 

前回 今回
M 12 1991 鋼鈑桁 345 1999 2009
N 242 1959 RCT桁 42 1997 2007
O 336 1963 ポステンPC桁 150 2001 2007

P 241 1989 プレテンPCホ
ロースラブ

20 2000 2007

Q 241 1957 PC単純プレテン
PCホロー桁

263 2001 2007

路線 架設年 上部構造 橋長
点検年

橋梁名

 

 
図 3 交通量変化が無い補修必要度レベル 

 
図 3 は横軸に補修必要度レベルを、縦軸に M~P 橋を示

している。N、Q 橋を除く 3 橋は耐久性・耐震性の老朽

化から、機能性評価・物理的健全度が低下している。N
橋は耐震性の補強が行われたために、その値が向上して

0 50 100
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F
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0 5 10 15
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K
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今回の点検時 過去の点検時

0 20 40 60
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Q

2007～2009点検時の補修必要度レベル

過去点検時の補修必要度レベル
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いる。また、Q 橋は耐久性・耐震性の老朽化がみられな

かったため、値の変動が殆ど無い。M、P 橋は補修必要

度レベルが上昇している。O 橋は変化が無く、N 橋は減

少している。M、P、Q 橋は補修必要度レベルが高い。

M、O、Q 橋はほかの橋梁に比べて橋梁がかなり長く、

その再調達価格が高いために、橋梁の重要度が高くなっ

ている。また、P 橋は近くに迂回路が無く、かなり遠回

りをしないといけないために、利用者の損失が高くなっ

ている。また、P 橋が架設されている区間の交通量が、

同支庁管内の交通量よりもかなり多いために、その区間

の重要度が高くなり、それが反映されたためである。O
橋は橋長が長いためにやや橋梁の重要度が高く、また N
橋は橋長も長くなく、交通量も平均よりもやや多い程度

など大きな特徴の無いため、他の 4 橋より低い。 
 

 
図 4 交通量の変化を考慮した補修必要度レベル 

 
図 4 は、図 3 の各橋梁に交通量の変化を考慮した場合を

示している。P 橋の補修必要度レベルが大きく減少して

いる。これは架設されている区間の交通量が大きく減少

したためである。また、P 橋と Q 橋は十勝管内の 241
号線上に架設されているが、その調査単位区間の交通量

の変化により、大きく減少しその重要度が下がった区間

の P 橋では補修必要度レベルが大きく低下し、交通量

がやや減少した区間の Q 橋はあまり変化が無い結果と

なった。交通量が変化したために各区間の重要度が変化

し、それにあわせ補修必要度レベルの値が変化し、補修

優先順位が変動することが分かる。 
 
8.まとめ 
 本研究では補修必要度レベルに必要な機能性評価指数

を計算するための点検項目の改善を行い、補修必要度レ

ベル(Ln)算出した。機能性評価指数の評価項目は、架設

環境や耐震性で低く評価されていた橋梁について改善さ

れたことを確認した。今後は(Ln)と補修履歴に関する検

討事例を増やし、本手法の妥当性を検討する予定である。

また、係数の変動による補修必要度レベルの変化がある

ことを確認した。このことは、架設環境の違いやその変

化を補修必要度レベルが反映しているためである。今後

は、各係数に関係する事例を増やすことによって、交通

量の変化によるものだけではなく、他の係数の変化によ

る影響、またその決定基準の検討を行うことによっても、

本手法の妥当性を検討していく。 
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